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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ショベル板と、該ショベル板の基部に設けられた回動部と、一端部が該回動部に回動自在
に枢支された柄部とからなるスコップであって、該回動部には弧状に湾曲した面上に複数
の貫通孔が設けられてなる角度調節構造が備えられており、該柄部の内部には摺動により
該貫通孔に貫通および離脱可能なように係止桿が収容されており、該係止桿を摺動させる
摺動装置が設けられている、スコップ。
【請求項２】
前記摺動装置が前記柄部の他方端部に設けられていることを特徴とする、請求項１に記載
のスコップ。
【請求項３】
前記摺動装置がバネを利用したものであることを特徴とする、請求項１または２に記載の
スコップ。
【請求項４】
前記摺動装置を操作するための調節用把持部が、前記柄部の把持用環部中に設けられてい
ることを特徴とする、請求項１ないし３のいずれかに記載のスコップ。
【請求項５】
前記角度調節構造は弧状に湾曲した帯板状であることを特徴とする、請求項１ないし４の
いずれかに記載のスコップ。
【請求項６】
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前記回動部は、前記貫通孔がそのいずれの側においても本スコップ外部に開放されるよう
形成されていることを特徴とする、請求項１ないし５のいずれかに記載のスコップ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスコップに係り、特に小径の竪坑の掘削時に坑内の掘削土を排出しやすく、掘
削の作業性を高めることのできるスコップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従前のスコップは柄部に対してショベル板が固定され、これらが一体をなしている構造
であった。しかしかかる構造では、小径の竪坑の掘削時に坑内の掘削土を排出しにくく、
効率的な掘削作業を行うことができなかった。かかる問題を解決するために、従来から種
々の技術的提案がなされているが、いずれも実用性に課題がある。
【０００３】
　このうち後掲特許文献１は、柄の一端部をショベル板の基部に設けた金具に支軸により
回動自在に枢支し、同金具の外周にショベル板の先端方向とは反対方向の溝および同溝と
ほぼ直交方向の溝を形成し、同直交方向溝と反対方向溝との間に逆止歯を形成し、柄の一
端部に形成した柄方向溝に各溝および逆止歯に係合離脱可能に止板を摺動自在に嵌合し、
かつ同止板の摺動装置を設けたスコップを開示している。
【０００４】
　かかる構成により、柄の把持部における把持－弛緩動作で摺動装置の操作をすることに
よって、柄に対するショベル板の角度を適宜に調節でき、掘削作業と掘削土排出作業とを
容易に行うことができる、としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公昭６０－５０９９号公報「スコップ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし特許文献開示の技術もやはり、実用性がない。その理由は、ショベル板の回動を
繰り返すうちに金具の逆止歯や溝に土が詰まり、ショベル板の回動にも、また止板による
ショベル板の姿勢固定にも支障が生じ、結局当該文献中に開示されているような作用も効
果も良好に実現できないからである。しかも、作業開始から間もないうちにかかる使用不
能状況が発生してしまうため、全く実用的ではない。つまり特許文献開示技術では、そこ
に掲げられた課題を有効に解決することができない。
【０００７】
　本願が解決しようとする課題は、かかる従来技術の問題点を解消し、小径の竪坑の掘削
時に坑内の掘削土を排出、および掘削の作業性を有効に高めることのできる、実用性の高
いスコップを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題について検討した結果、本願発明者は、掘削作業時の掘削土がショベル板の回
動の障害とならないよう回動部からの付着土の排出が良好になされる構造を設けることに
より当該課題を解決できることに想到し、これを基礎として本発明の完成に至った。すな
わち、上記課題を解決するための手段として本願で特許請求される発明、もしくは少なく
とも開示される発明は、以下のとおりである。
【０００９】
　〔１〕　ショベル板と、該ショベル板の基部に設けられた回動部と、一端部が該回動部
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に回動自在に枢支された柄部とからなるスコップであって、該回動部には弧状に湾曲した
面上に複数の貫通孔が設けられてなる角度調節構造が備えられており、該柄部の内部には
摺動により該貫通孔に貫通および離脱可能なように係止桿が収容されており、該係止桿を
摺動させる摺動装置が設けられている、スコップ。
　〔２〕　前記摺動装置が前記柄部の他方端部に設けられていることを特徴とする、〔１
〕に記載のスコップ。
　〔３〕　前記摺動装置がバネを利用したものであることを特徴とする、〔１〕または〔
２〕に記載のスコップ。
【００１０】
　〔４〕　前記摺動装置を操作するための調節用把持部が、前記柄部の把持用環部中に設
けられていることを特徴とする、〔１〕ないし〔３〕のいずれかに記載のスコップ。
　〔５〕　前記角度調節構造は弧状に湾曲した帯板状であることを特徴とする、〔１〕な
いし〔４〕のいずれかに記載のスコップ。
　〔６〕　前記回動部は、前記貫通孔がそのいずれの側においても本スコップ外部に開放
されるよう形成されていることを特徴とする、〔１〕ないし〔５〕のいずれかに記載のス
コップ。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のスコップは上述のように構成されるため、これによれば、小径の竪坑の掘削時
に坑内の掘削土を効率的に排出することができ、掘削の作業性を著しく高めることができ
る。本発明スコップは、従来技術（特許文献１開示技術）のように作業中に回動部に土が
詰まることがなく、ショベル板の回動も、ショベル板の姿勢固定も全く問題なく行うこと
ができる。もちろん、作業開始から間もないうちに使用不能な状況が発生することもなく
、作業を円滑に継続できるため、極めて実用性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明スコップ実施例の構成を示す一部透視部分を含んだ説明図である。
【図２】実施例に係る摺動装置の動作を示す説明図である。
【図３】実施例に係る摺動装置の動作を示す説明図である。
【図４】実施例に係るスコップのショベル板の姿勢変化を示す説明図である。
【図５Ａ】実施例に係るスコップの回動部およびその周辺を示す正面視の説明図である。
【図５Ｂ】実施例に係るスコップの回動部およびその周辺を示す右側面視の説明図である
。
【図５Ｃ】実施例に係るスコップの回動部およびその周辺を示す背面視の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明について、図面を用いてさらに詳細に説明する。
　図１は、本発明スコップ実施例の構成を示す一部透視部分を含んだ説明図である。また
、
図２、３は同実施例に係る摺動装置の動作を示す説明図、図４は同実施例に係るスコップ
のショベル板の姿勢変化を示す説明図である。これらに示すように本発明スコップ１０は
、ショベル板２と、ショベル板２の基部に設けられた回動部３と、一端部が回動部３に回
動自在に枢支された柄部１とからなり、回動部３には弧状に湾曲した面上に複数の貫通孔
５Ａ、５Ｂ、・・・が設けられてなる角度調節構造４が備えられており、柄部１の内部に
は摺動により貫通孔５Ａ等に貫通および離脱可能なように係止桿９が収容されており、係
止桿９を摺動させる摺動装置８が設けられていることを、主たる構成とする。なお、以下
特に記載すること以外は、本発明スコップ１０の製造に用いる材料、部品、サイズなどの
具体的設計・仕様については、従来公知の技術を適宜採用することができる。
【００１４】
　本スコップ１０の摺動装置８は特に、図示するように柄部１の他方端部側に設けられて
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いてバネを利用した構成とし、さらに摺動装置８を操作するための調節用把持部７が、柄
部１の把持用環部６中に設けられた構成とすることができる。つまり図示するように、柄
部１は中空管により形成し、その内部に係止桿９を内蔵し、係止桿９の上方端部に連続し
て、柄部１から露出している調節用把持部７が設けられる。係止桿９上方端部側に設けら
れたバネの下端は、図示するように係止桿９上の所定位置に固定されたフランジに固定さ
れている構成である。またバネの上端は、係止桿９には固定されずに、柄部１内部の上部
の所定位置に固定されている。
【００１５】
　一方、係止桿９の下方端部が、バネが自然に伸びきった状態の通常時において、貫通孔
５Ａ等のうちちょうど係止桿９の延長線上すなわち係止桿９下端の直下に位置している貫
通孔に貫通した状態となっているように、本スコップ１０は形成される。なお回動部３は
、柄部１に設けられた枢支部１３、１３の孔と回動部３に設けられた固定用孔とを通して
、回動部３ならびにこれに連設されたショベル板２を柄部１に回動自在に取り付けるため
の取付手段３Ｂ、３Ｎによって取り付けられる。取付手段３Ｂ、３Ｎとしては、ボルトお
よびナットを好適に用いることができる。
【００１６】
　かかる構成により本スコップ１０においては、調節用把持部７が操作されない通常時に
おいては、摺動装置８のバネは自然に伸びきったままの状態であるため、係止桿９の先端
（下端）部は最も下方に位置し（図２）、柄部１の下端から露出して、回動部３中の貫通
孔５Ａ等のうちちょうど係止桿９の延長線上すなわち係止桿９下端の直下に位置している
貫通孔に貫通した状態となっている。
【００１７】
　貫通孔５Ａ等の一つに係止桿９が貫通していることにより、回動部３は回動する自由を
失い、係止桿９による規制にしたがって特定の位置に固定される。つまり、回動部３は柄
部１に対して一定の角度をもって固定されることになり、したがってショベル板２の角度
も、図４の（ａ）～（ｄ）に例示するように、一定のものに固定されることとなる。
【００１８】
　調節用把持部７が操作された場合、すなわちスコップ１０使用者が通常は最下位置にあ
る調節用把持部７を把持して上方に引き上げた場合（図３、矢印Ｇ）、バネは収縮させら
れ、それにつれて、フランジの固定されている係止桿９は上方に引き上げられ、係止桿９
の下端部は貫通孔５Ａ等から離脱して柄部１内部へと移動する。これにより、回動部３は
係止桿９による規制から自由になり、自在に回動できるようになる。つまりかかる状態と
なることによって、柄部１に対するショベル板２の角度を適宜に調節可能な状態となる。
【００１９】
　調節用把持部７が上方に引き上げられた状態で、柄部１に対するショベル板２の角度を
、たとえば掘削中の竪坑の上縁を利用する等して所望の角度にして、調節用把持部７の引
き上げ操作を解除すると、摺動装置８を構成するバネは収縮させられた状態から解放され
て、自然に伸びきった状態へと戻る（図２）。それにより係止桿９は下方（柄部１の下端
側）へと摺動し、貫通孔５Ａ等のうち直下にある貫通孔に挿入され、これによって回動部
３の自在な回動は規制され、ショベル板２が柄部１に対して所望の角度にて固定される。
【００２０】
　図４には、柄部１に対するショベル板２の角度調節の例を示したが（（ａ）～（ｄ））
、本発明がこれらの例に限定されるものではない。なお、（ａ）は通常の掘削作業時に適
したスコップの形態、（ｃ）は竪坑内部の掘削土を載せて上方に引き上げる作業に適した
スコップの形態、（ｂ）はその中間状態の形態、（ｄ）は収納に適した形態、をそれぞれ
示している。
【００２１】
　図５Ａは、本実施例に係るスコップの回動部およびその周辺を示す正面視の説明図であ
る。また同じく、図５Ｂは右側面視の、図５Ｃは背面視の説明図である。これらの図にも
、また既出各図にも示すように本スコップは、角度調節構造５４を、弧状に湾曲した帯板
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状に５形成した構造のものとする。そしてさらに、回動部３は、貫通孔５５Ａ、５Ｂ、・
・・がそのいずれの側（開口端側）においても本スコップ外部に開放されているように形
成されたものとする。
【００２２】
　なお、設ける貫通孔５５Ａ等の数および配設間隔などは、以上の説明および示した図に
関わらず、限定されない。要するに、柄部５１とショベル板とのなす角度により形成され
る形態として、必要な形態に適宜に調節できるような複数個の貫通孔５５Ａ等が、貫通孔
５５Ａ等に係止桿５９が挿入された際に十分に実用的な強度および耐久性をもって形態が
固定され使用可能なよう、適切な間隔をもって配設されていればよい。
【００２３】
　また、角度調節構造５４を形成する帯板状物は、貫通孔５５Ａ等に係止桿５９が挿入さ
れた際に十分に実用的な強度および耐久性をもって形態が固定され使用可能な、材料や厚
さをもって形成されることとする。
【００２４】
　かかる構成により本スコップは、貫通孔５５Ａ等への係止桿５９の挿入による角度調節
・固定を確実かつ安定的になすことができる。また、貫通孔５５Ａ等はそのいずれの開口
端側においても本スコップ外部に開放されているため、掘削作業により掘削土が付着して
も、容易に貫通孔５５Ａ等外へと排出され、掘削土の詰まりが防止されるため、従来技術
のような土の詰まりによる使用不能状況も発生しない。また、たとえ貫通孔５５Ａ等内壁
等に若干の土が付着した場合であっても、それらも、係止桿５９の貫通孔５５Ａ等への挿
入・離脱によって容易に除去される。
【００２５】
＜補足説明＞
　以下、本願発明者が上述特許文献１開示技術（以下、「従来技術」）スコップの動作状
況を詳細検討した結果明らかとなった種々の問題点、およびそれら全てを本発明では解決
できたことについて、改めて詳細に説明する。
＜１＞　従来技術では、ショベル板固定用の溝が３ヶ所（５、６、１７）であるところ、
実際に使えるものは（５、６）の２ヶ所だけであり、結局調節可能な角度は直行と直角の
二方向だけであり、しかも実際の作業上回動して使用できるのは一つの角度のみ、すなわ
ち（６）を用いた際の直角だけであり、大変不便である。
　しかし本発明によれば、かかる不便が解消されている（段落００２８参照）。
【００２６】
＜２＞　従来技術では、逆止歯（７）は任意の位置でショベル板を固定することができな
いため、この位置でスコップを使うと勝手に回動してしまい、安全性に問題がある。たと
えば、スコップ上に載せた土を捨てる動作は通常持ち上げたスコップを反転して上面を下
に向けることによりスコップから土が落下することでなされるが、この時に（７）上にあ
る止板（９）は溝中にないため、スコップ反転中に勝手に回動してしまい、任意の位置に
土を捨てることができず、作業者に土が落下してくる可能性がある。したがって、この逆
止歯（７）の位置での使用には特に注意が必要であり、安全上大いに問題がある。
　しかし本発明によれば、かかる問題が発生しない（段落００２３参照）。
【００２７】
＜３＞　従来技術では、回動部がショベル板基部内面に設けられている。この部分はショ
ベル板上で最も多くの土を盛り上げて掬うことができる箇所であるにも関わらず、そこに
回動部を設けているため、土を盛り上げて掬うことができず、作業効率が悪い。
　しかし本発明によれば、かかる問題が発生しない（段落０００９、他参照）。
【００２８】
＜４＞　従来技術では、シャベル板面上の土を盛り上げる場所に回動部があるため、上述
のとおり回動部の溝（５、６、１７）が目詰まりを起こして確実な固定がなされない上、
スコップからの土離れも悪く、付着した土の重さでスコップが重くなり、使用者は疲労困
憊してしまう。
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　しかし本発明によれば、かかる問題が発生しない（段落００１１、他参照）。
【００２９】
＜５＞　従来技術では、止板（９）が外部に露出している。したがって、勢いよくスコッ
プを土に刺し込んだ時には、土や石等によって止板（９）が柄方向溝（８）を把持部方向
に移動するため、使用者の意に反して固定を解除されてしまう可能性がある。
　しかし本発明によれば、かかる問題が発生しない（段落００３０参照）。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明のスコップによれば、小径の竪坑の掘削作業時において、掘削土を良好に坑外に
排出することができ、しかも従来技術のような土の詰まりによる使用不能状況も発生しな
いため、作業を極めて効率的に行うことができる。すなわち十分な実用性を備えたもので
あるため、土木・建設・園芸・工事その他広い産業分野に亘って、利用性が高い発明であ
る。
【符号の説明】
【００３１】
１、５１…柄部
２…ショベル板
３、５３…回動部
３Ｂ、３Ｎ、５３Ｂ、５３Ｎ…取付手段
４、５４…角度調節構造
５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、５Ｄ、５５Ａ、５５Ｂ、５５Ｃ、５５Ｄ…貫通孔
６…把持用環部
７…調節用把持部
８…摺動装置
９、５９…係止桿
１０…スコップ
１３、５１３…枢支部
Ｇ…引き上げ方向
　
【要約】　　　（修正有）
【課題】小径の竪坑の掘削時に坑内の掘削土を排出、および掘削の作業性を有効に高める
ことのできる、実用性の高いスコップを提供すること。
【解決手段】スコップ１０は、ショベル板２と、ショベル板２の基部に設けられた回動部
３と、一端部が回動部３に回動自在に枢支された柄部１とからなり、回動部３には弧状に
湾曲した面上に複数の貫通孔５Ａ、５B・・・が設けられてなる角度調節構造４が備えら
れており、柄部１の内部には摺動により貫通孔５Ａ等に貫通および離脱可能なように係止
桿９が収容されており、係止桿９を摺動させる摺動装置８が設けられている構成とする。
【選択図】図１
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】
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